
災害時の応急対策の協力に関する基本協定書（案） 

 

○○市（以下「甲」という。）と社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協

会（以下「乙」という）とは、災害の予防並びに災害時の応急復旧及びその他応急

処置（以下「応急対策」という。）の協力に関する基本協定を、次のとおり定める。 

 

（目的） 

第 1 条 この協定は、○○市防災計画に基づき、○○市の地域における応急対策に

ついて、甲が乙の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事

項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２

３号）第２条第１号に定めるものをいう。 

２ その他前号と同程度の災害で甲が乙の協力を必要であると認めた場合。 

 

（協力要請の窓口） 

第３条 甲及び乙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡担当者を定め、速やか

に必要な情報を相互に連絡するものとする。 

 

（応急対策等の内容） 

第４条 応急対策の内容は次のとおりとする。 

 (1) ○○市管理公共施設等の被災状況の調査 

 (2) ○○市管理公共施設被災等の応急対策及び災害復旧のための筆界点情報の

収集若しくは復元 

(3) 登記・境界関係相談所の開設 

(4) 平常時における○○市管理公共施設等の筆界に関する災害予防対策の策定

等 

(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な応急対策業務 

 

（協力要請の方法） 

第 5 条 甲は、乙に応援の要請を行うに当たっては応急対策の内容、日時、場所、

その他必要事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、緊急を要

する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに文書を交



付するものとする。 

 

（協力） 

第 6 条 乙は、甲から要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員するものとす

る。ただし、乙の社員のみで対応できないときは、甲乙協議の上、乙と協定して

いる中部ブロック各県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の社員を動員するもの

とする。 

 

（費用の負担） 

第 7 条 乙の社員が応急対策業務に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 経費の算出方法については、災害発生時の直前における当該地域における適正

価格を基準として、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（名簿等の提出） 

第 8 条 乙は、毎年 1 回次の書類を甲に提出するものとする。 

(1) 応急対策業務に関する乙の組織図 

(2) 応急対策業務に関する連絡担当者 

(3)  応急対策業務に従事できる社員名簿 

(4) その他、必要と認められる事項 

 

（資料の交換及び協議） 

第 9 条 甲及び乙は、この協議に基づく応急対策業務が円滑に行えるよう、随時次

の資料を交換すると共に必要に応じ協議を行うものとする。 

(1) 地域防災計画 

(2)  公共施設等の筆界管理に関する情報 

(3)  その他、必要な事項 

 

（その他） 

第 10 条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度、甲乙

協議して定めるものとする。 

 

（適用） 

第 11 条 この協定は、平成 年 月 日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書 2 通作成し、双方記名押印の上、各自 1

通を保有する。 



平成 年 月 日 
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